
※標準報酬総額：年金掛金の算定の基となる給料・標準報酬等の月額や期末手当等の額の総額

● 年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から起算して原則2年以内となります。
● 年金そのものを分割するのではなく、婚姻期間にかかる組合員期間の標準報酬総額を分割します。
● 年金払い退職給付（退職等年金給付）については、分割の対象とはなりません。

離婚時離婚時のの年金分割制度年金分割制度にについてついて
離婚をしたとき、組合員とその被扶養者となっていた配偶者（事実婚を含む。）の夫婦間に収入の格差があ

ると、将来受け取る年金にも差が生じることになります。この問題を解消するため、①合意分割、②3号分
割という2つの制度により、年金額の算定の基となる標準報酬総額を分割することができます。

①合意分割 ：  夫婦それぞれの婚姻期間中の標準報酬総額を合計し、当該額の多い方から少ない方へ分割し
ます。

【対象者】平成19年4月1日以後に離婚した方
【対象期間】婚姻期間中のすべて（平成19年4月1日前を含む）
【分割割合】当事者間の合意または裁判所の決定による（上限50％）

（夫婦ともに働いており「標準報酬総額が多い夫」から「妻」へ分割する場合）

分割する側
（例）夫（公務員）

分割を受ける側
（例）妻（会社員）
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退職
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厚生年金の被保険者期間（地方公務員）

厚生年金の被保険者期間（会社員）
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する人

分割を
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例 夫の標準報酬総額＝1,500万円　妻の標準報酬総額＝500万円　按分割合＝50%の場合

夫

妻
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▲
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▲
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合意分割前
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50% 500万円B

●合意分割のイメージ

●合意分割の具体例

共済だより
2022.10.October No.653

16
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（「夫（扶養者）」から「妻（被扶養配偶者）」へ分割する場合）

分割する側
（例）夫（公務員）

分割を受ける側
（例）妻（専業主婦）

就職
▲

平成20年4月▲

婚姻
▲

離婚
▲

退職
▲

標準報酬総額の50%

標準報酬総額の50%

分割を受ける側からの請求に基づき分割

標準報酬総額

第３号被保険者期間

厚生年金の被保険者期間（地方公務員）

婚姻
▲

婚姻
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▲
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▲ ▲

分割を
する人
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例 夫の標準報酬総額＝1,500万円　妻は第３号被保険者の場合

夫

妻

300万円 300万円

1,200万円
600万円

分割をした分

分割を受けた分
600万円

婚姻期間中の標準報酬総額

※ 合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求
があったとみなされます。

３号分割前
婚姻期間中の標準報酬総額

３号分割後

第３号被保険者期間

３号分割 ３号分割

分割 50%

②3号分割 ：  国民年金第3号被保険者（以下「第3号被保険者」という。）期間について組合員の標準報酬総額の
50％を被扶養配偶者へ分割します。

【対象者】平成20年4月1日以後に離婚し、婚姻期間中に第3号被保険者期間がある方
【対象期間】婚姻期間中の組合員期間のうち、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間
【分割割合】50％

●3号分割のイメージ

●3号分割の具体例

地方公務員共済組合連合会 検 索

　地方公務員共済組合連合会では、ホームページに基準利率や年金現価率等に関する情報を掲
載しています。今後、これらの率についての関連情報等を掲載していきますので、是非、ご覧
ください。
https://www.chikyoren.or.jp/（地方公務員共済組合連合会トップページ）
トップページの「年金関連情報⇒年金財政関係⇒年金払い退職給付（退職等年金給付）
⇒地共連の定款で定める事項（基準利率等）」からご覧いただけます。

本年１０月に年金払い退職給付に係る基準利率及び本年１０月に年金払い退職給付に係る基準利率及び
終身年金現価率並びに有期年金現価率の値が変わります終身年金現価率並びに有期年金現価率の値が変わります

地方公務員共済組合連合会
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